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平成２１年８月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２０年（行ケ）第１０４４５号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年６月２５日

判 決

原 告 東日本メディコム株式会社

同訴訟代理人弁理士 橋 本 克 彦

被 告 特許庁長官

同 指 定 代 理 人 和 田 財 太

田 口 英 雄

山 本 章 裕

安 達 輝 幸

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が不服２００６－１９０９３号事件について平成２０年１０月８日にした

審決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，補正後の特許請求の範囲を下

記２とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同

請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記

３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案

である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 出願手続（甲８の１）及び拒絶査定
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発明の名称：「薬剤検索システム」

出願番号：特願２０００－１５２９６０号

出願日：平成１２年５月２４日

手続補正日：平成１８年５月８日（甲８の４。以下「本件補正」といい，本件出

願に係る本件補正後の明細書（甲８の１及び甲８の４）を「本願明細書」とい

う。）

拒絶査定：平成１８年７月２６日付け（甲８の５）

(2) 審判請求手続及び本件審決

審判請求日：平成１８年８月３１日（甲８の６。不服２００６－１９０９３号）

本件審決日：平成２０年１０月８日

本件審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成２０年１０月２９日

２ 本願発明の要旨

本件審決が対象とした本願発明（本件補正後の特許請求の範囲の請求項１（以下，

単に「請求項１」という。）に記載の発明）の要旨は，次のとおりである。

各薬剤に関する剤形，色，識別コード等の検索項目毎の検索情報と，各薬剤の名

称と外形のカラー写真と詳細な薬剤情報を記憶する記憶装置，モニタ，入力装置お

よび前記各装置を制御する制御装置を備え，前記制御装置により前記記憶装置に記

憶させた薬剤情報の複数の検索項目をモニタに表示させるとともに，前記入力装置

で被検索薬剤に関して前記モニタに表示された複数の前記薬剤情報に関する検索項

目のうちで該当する検索項目を順次選んで該当する内容を選択しその被検索薬剤に

該当する薬剤情報の内容を入力し，この入力情報を前記制御装置により前記記憶装

置に記憶させてある薬剤情報と順次，照合させる絞り込み検索を行い，前記被検索

薬剤と一致する場合にその薬剤に関する薬剤の名称と外形のカラー写真と詳細な薬

剤情報を作成して前記モニタに表示することを特徴とする薬剤検索システム。

３ 本件審決の理由の要旨
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(1) 本件審決の理由は，要するに，本願発明は，下記アの引用例に記載された

発明（以下「引用発明」という。）及び下記イないしキの周知例１ないし６に記載

された技術を含む周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたも

のであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とい

うものである。

ア 引用例 特開平１１－５６９７２号公報（甲１）

イ 周知例１ 株式会社日本電子出版平成９年１２月２０日発行の「医療とコン

ピュータ」８巻６号（通巻４５号）の４０頁から４９頁までに掲載された池田俊也

らによる「患者への薬剤情報提供に役立つＣＤ－ＲＯＭ」と題する記事（甲２）

ウ 周知例２ 同号の５２頁から５６頁までに掲載された加藤健次郎による「医

薬品統括情報システム『薬師』」と題する記事（甲３）

エ 周知例３ 同号の６３頁から６５頁までに掲載された窪田敏之による「医者

からもらった薬がわかる本」と題する記事（甲４）

オ 周知例４ 特開２０００－２９８８８号公報（平成１２年１月２８日公開。

甲５）

カ 周知例５ 特開２０００－９９０４８号公報（平成１２年４月７日公開。甲

６）

キ 周知例６ 株式会社工学社平成９年１２月１日発行の「Ｉ／Ｏ」１９９７年

１２月号（２２巻１２号（通巻２５４号））の１２０頁から１２５頁までに掲載さ

れた「森羅万象」なる者による「WWW World Wide Web コンテンツ・ガイド 『薬』

と『ライブ映像』」と題する記事（甲７）

(2) なお，本件審決が上記判断に当たって認定した引用発明並びに本願発明と

引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。以下の文中の「／」は，原

文の改行部分を示す。

ア 引用発明（１１頁１～２２行）

各薬品を識別するための固有の番号である薬品識別ＩＤ，薬品名（商品名），薬
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の外観を識別しうる形状，薬の色，薬の用量・用法，効能・効果，副作用などの薬

データであって，薬品識別ＩＤ，薬の外観を識別しうる形状，薬の色などを薬品検

索項目とすることができる薬データを記憶する薬データ記憶部，／表示手段，／入

力手段，／および前記薬データ記憶部，前記表示手段，前記入力手段を制御する演

算部を備え，／前記演算部により前記薬データ記憶部に記憶させた薬データの複数

の薬品検索項目を表示手段に表示させるとともに，／前記入力手段で対象患者に投

薬する薬に関して前記表示手段に表示された複数の前記薬データに関する薬品検索

項目のうちで該当する薬品検索項目を順次選んで，該当する検索キーワードを選択

又は直接入力することによって，その対象患者に投薬する薬に該当する薬データの

検索キーワードを入力し，／この検索キーワードを前記演算部により前記薬データ

記憶部に記憶させてある薬データと照合させる検索を行い，／前記対象患者に投薬

する薬と一致する場合にその対象患者に投薬する薬に関する薬品名（商品名），薬

の用量・用法，効能・効果，副作用などの薬品情報を作成して前記表示手段に表示

する，／ことを特徴とする，薬を選択する処理を行う投薬データ管理装置。

イ 一致点（１５頁２４行～１６頁９行）

各薬剤に関する剤形，色，識別コード等の検索項目毎の検索情報と，各薬剤の名

称と詳細な薬剤情報を記憶する記憶装置，／モニタ，／入力装置および／前記各装

置を制御する制御装置を備え，／前記制御装置により前記記憶装置に記憶させた薬

剤情報の複数の検索項目をモニタに表示させるとともに，／前記入力装置で被検索

薬剤に関して前記モニタに表示された複数の前記薬剤情報に関する検索項目のうち

で該当する検索項目を順次選んで，その被検索薬剤に該当する薬剤情報の内容を入

力し，／この入力情報を前記制御装置により前記記憶装置に記憶させてある薬剤情

報と，照合させる検索を行い，／前記被検索薬剤と一致する場合にその薬剤に関す

る薬剤の名称と詳細な薬剤情報を作成して前記モニタに表示する／ことを特徴とす

る薬剤検索システム。

ウ 相違点



- 5 -

(ア) 相違点１（１６頁１２～１７行）

本願発明では，「記憶装置」が各薬剤の「外形のカラー写真」を記憶しているの

に対し，引用発明では，「記憶装置」が各薬剤の「外形のカラー写真」を記憶して

いない点，／そのため，／本願発明では，モニタに「外形のカラー写真」を表示す

るのに対し，引用発明では，モニタに「外形のカラー写真」を表示しない点

(イ) 相違点２（１６頁１９～２１行）

本願発明では，「該当する内容を選択」することによって薬剤情報の内容を入力

するのに対し，引用発明では，「該当する検索キーワードを選択又は直接入力す

る」ことによって薬剤情報の内容を入力する点

(ウ) 相違点３（１６頁２３～２４行）

本願発明では，薬剤情報と「順次」照合させる「絞り込み」検索を行うのに対し，

引用発明では，薬剤情報と照合させる検索を行う点

４ 取消事由

(1) 引用発明の認定の誤り（取消事由１）

(2) 一致点の認定の誤り（取消事由２）

(3) 相違点１についての判断の誤り（取消事由３）

(4) 相違点２についての判断の誤り（取消事由４）

(5) 相違点３についての判断の誤り（取消事由５）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決は，引用発明が「該当する薬品検索項目を順次選（ぶ）」との構成（以

下「順次選ぶとの構成」という。）を有する旨の認定をしたが，以下のとおり，こ

の認定は誤りである。

(1) 引用例の記載

引用例の記載（段落【００２２】）によれば，引用発明は，入力手段２を用いて
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複数の検索キーワードを入力してから，マウス等を用いて検索実行ボタンＢ１をク

リックするものであって，検索項目の入力順序が決められておらず，ランダムに検

索項目を入力してから一括して検索を行うものであるところ，「順次」とは，「次

々に順序どおりにすること」を意味し，検索についていえば，いわゆる絞り込み検

索を行うことを意味するものであるから，引用発明は，順次選ぶとの構成を備える

ものではない。

(2) 被告の主張に対する反論

ア 被告は，本願発明の順次選ぶとの構成が，検索項目を１つずつ入力したり，

複数回選択したりすることを意味するものにすぎないと主張するが，本願明細書の

段落【００１０】によれば，本願発明の順次選ぶとの構成は，順次照合させて行う

絞り込み検索に係るものであり，引用発明における検索方法（操作者が任意に選ん

だ複数の検索項目を，操作上の制約から，順番に入力するものであって，仮に，複

数の検索項目を一度に入力する手段を備えていれば，順次入力を行う必要のないも

の）とは大きく異なるというべきである。

イ 被告は，本願発明の順次選ぶとの構成について，本願明細書に，検索項目の

選択順序を事前に定める旨の開示がないと主張するが，検索項目の選択順序を事前

に定めることは，本願発明の構成とされておらず，また，検索項目の選択順序を事

前に定めれば，本願発明は，未知の薬剤を特定するとの作用効果を奏しなくなるも

のである。

〔被告の主張〕

(1) 引用例の開示内容

引用例には，「例えば，薬の商品名，学名，欧文名又は製薬会社名など複数の検

索キーワードを入力手段２を用いて入力（する）」との記載（段落【００２２】）

があるほか，図５には，検索キーワードを入力するためのテキストボックスやコン

ボボックス（テキストボックスと，選択可能な項目の一覧が表示されその中から１

つを選択することができるリストボックスとを組み合わせたもの）が示されている
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ところ，複数の検索キーワードを入力する場合，テキストボックスやコンボボック

スに同時に又は一度に入力することは不可能であって，入力者の意思に基づいて複

数のキーワードを１つずつ順序どおりに入力すること，すなわち，順次テキストボ

ックスやコンボボックスに入力することになることは明らかであるし，また，例え

ば，コンボボックスに検索キーワードを入力する場合，該当するコンボボックスを

選択する手順及び当該選択により表示されるリストボックスの中から検索キーワー

ドを選択する手順を順序どおり踏むこと，すなわち，当該各手順を順次踏む必要が

あることは，技術常識である。

そうすると，引用例には，順次選ぶとの構成が開示されているといえる。

(2) 本願発明の「順次選ぶ」との構成

本願明細書の記載（段落【０００９】～【００１０】）をみても，検索項目の選

択順序を事前に定める旨の開示はないから，本願発明の順次選ぶとの構成も，結局

のところ，検索項目を入力する際，同時に又は一度に入力するのではなく，検索項

目を１つずつ入力したり，複数回選択したりすることを意味するにすぎないと解釈

すべきものである。

(3) 小括

したがって，「順次」の語の一般的な意味又は本願発明の順次選ぶとの構成の意

味のいずれによっても，引用発明に係る本件審決の認定に，原告が主張する誤りは

ないというべきである。

２ 取消事由２（一致点の認定の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 記憶装置が記憶する情報

本件審決は，記憶装置が記憶する情報につき，「各薬剤に関する剤形，色，識別

コード等の検索項目毎の検索情報と，各薬剤の名称と詳細な薬剤情報」の点で本願

発明と引用発明とが一致すると認定したが，以下のとおり，この認定は誤りである。

ア 引用発明について
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(ア) 検索情報の内容

引用発明における検索情報は，処方箋に記載された商品情報（商品名等。例えば，

薬剤のカラーに係る情報につき，引用例（図５）には，専門的な分類である「色

調」と記載されており，これは，専門家が処方箋に基づいてのみ認識することので

きるものである。）であって，調剤した薬剤の詳細な情報を検索するためのものに

限定されている（特に，引用例の図６の薬品情報画面Ｗ３に示されているのは，商

品名別の薬品情報であり，商品名が不明の状態では機能しない。）。

この点に関し，本件審決（９頁７～２４行）は，引用例の図５中の検索項目「商

品名」に「錠」と入力し，検索項目「学名」に「塩酸」と入力すれば，図６の商品

名別情報ウィンドウに表示される薬品情報「エースコール錠１ｍｇ」を得ることが

できるなどとして，図５中の検索項目「商品名」に検索キーワードを入力すること

が検索の実行のための必須条件であると解釈しなければならない特段の事情はない

旨の判断をしたが，処方された薬剤の商品名が不明のときは，図５に表示された７

件の検索結果（薬剤の名称）から「エースコール錠１ｍｇ」を選択することはでき

ない（引用例の段落【００２４】参照）から，引用発明は，調剤された薬剤名（商

品名）が明りょうであることを前提としているというべきである。

(イ) 一括して記憶されること

引用発明における検索情報及び薬剤情報は，「薬データ」として一括して記憶さ

れるものである。

イ 本願発明について

(ア) 「検索情報」の内容

本願発明の「検索情報」は，患者が入手することのできる情報であって，商品名

もこれに該当するが，商品名が不明の場合は，薬剤そのものがその外観に有してい

る情報（以下「外観情報」という。）に限られる（本願明細書の段落【０００１】。

例えば，薬剤のカラーに係る情報につき，本願発明においては，単に「色」とされ

ている。）。
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(イ) 区別して記憶されること

本願発明の「検索情報」及び「薬剤情報」は，明確に区別して記憶されるもので

ある。

この点に関し，本件審決（１３頁１４～２０行）は，請求項１の記載（「各薬剤

に関する剤形，色，識別コード等の検索項目毎の検索情報と，各薬剤の名称と外形

のカラー写真と詳細な薬剤情報を記憶する記憶装置」）から，本願発明の「検索情

報」及び「薬剤情報」が明確に区別して記憶されていると限定して解することはで

きない旨の判断をしたが，本願発明の「検索情報」は，外観情報に限られ，患者に

とって既知の情報であるから，当業者であれば，本願発明の「検索情報」及び「薬

剤情報」が明確に区別して記憶されているものと認識することができるというべき

である。

続いて，本件審決（１３頁２８～３５行）は，本願発明の「各薬剤の名称」等の

「薬剤情報」が検索項目でもあるとして，本願発明の「検索情報」及び「薬剤情

報」が明確に区別されていない旨の判断をしたが，本願発明の「検索情報」は外観

情報（患者が把握することのできる情報）であり，「薬剤情報」はその余の情報で

あるから，両者は，ハード的には区別されていないものの，患者が把握することの

できる情報（検索情報）と患者が知りたい情報（薬剤情報）として，区別されてい

るものである。

(2) 被検索薬剤

本件審決は，引用発明の「対象患者に投薬する薬」と本願発明の「被検索薬剤」

とが一致すると認定したが，以下のとおり，この認定は誤りである。

ア 引用発明について

引用発明の「対象患者に投薬する薬」は，薬品情報を検索するため，少なくとも

商品名，用量等が処方箋において明りょうな薬剤（処方箋に商品名が記載された薬

剤）である。なお，引用発明の使用者が薬剤師（処方された薬剤を患者に調剤する

者）であり，入力者（薬剤師）が処方内容を把握していることに疑義はなく，その
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ような入力者が調剤した薬剤に基づいて商品名を検索することなどあり得ない。

イ 本願発明について

本願発明の「被検索薬剤」は，患者が所持している薬剤であって，薬剤の名称や

商品名が不明なものである。なお，本願発明は，薬剤の商品名等が不明な場合に使

用することを前提として創作されたものであるが，薬剤の名称，商品名等が明りょ

うな場合にも使用することができるものである。

ウ 被告の主張に対する反論

被告は，本願発明の「被検索薬剤」の技術的意義が一義的に明確であるとして，

これを解釈するに当たり本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許

されない旨の主張をするが，本件訴訟において当事者間に争いがあるように，本願

発明の「被検索薬剤」の技術的意義が被告主張のように一義的に明確であるという

ことはできない。

〔被告の主張〕

(1) 記憶装置が記憶する情報

ア 本願発明について

(ア) 「検索情報」の内容

ａ 特許請求の範囲の記載

請求項１は，「検索情報」について，「各薬剤に関する剤形，色，識別コード等

の（検索項目毎の）検索情報」と規定するところ，「各薬剤に関する剤形，色，識

別コード」が「検索情報」の例示であることは明らかであるから，本願発明の「検

索情報」が外観情報に限定されるとの原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づ

かないものとして，失当である。

なお，原告も，取消事由２に係る主張(1)イ(ア)において，外観情報に該当しな

い「商品名」が本願発明の「検索情報」に該当することを自認している。

ｂ 発明の詳細な説明の記載の参酌

仮に，本願発明の「検索情報」の技術的意義につき，本願明細書の発明の詳細な



- 11 -

説明の記載を参酌するとしても，本願明細書の段落【００２１】には，商品名を含

む情報を検索項目として設定することができる旨の記載がされているのであるから，

本願発明の「各薬剤に関する剤形，色，識別コード等の（検索項目毎の）検索情

報」に外観情報に該当しない情報（商品名等）が含まれることは明らかである。

したがって，本願発明の「検索情報」が外観情報に限定されるとの原告の主張は，

本願明細書の発明の詳細な説明の記載にも基づかないものとして，失当である。

(イ) 区別して記憶されていないこと

ａ 特許請求の範囲の記載

請求項１は，「検索情報」及び「薬品情報」について，「各薬剤に関する剤形，

色，識別コード等の（検索項目毎の）検索情報と，…詳細な薬剤情報」と規定する

ところ，「各薬剤に関する剤形，色，識別コード」が「検索情報」の例示であるこ

とは明らかであるから，本願発明の「検索情報」は，外観情報に限定されるもので

はなく，「詳細な薬剤情報」に該当するものも含まれ，「検索情報」と「詳細な薬

剤情報」とが重複する場合があるものと解される。

したがって，本願発明の「検索情報」が患者にとって既知の情報（患者が把握す

ることのできる情報）である外観情報に限られ，「薬剤情報」がその余の情報（患

者が知りたい情報）であるとして，両者が区別して記憶されている旨の原告の主張

は，特許請求の範囲の記載に基づかないものとして，失当である。

ｂ 発明の詳細な説明の記載の参酌

仮に，本願発明の「検索情報」の技術的意義につき，本願明細書の発明の詳細な

説明の記載を参酌するとしても，上記(ア)ｂのとおり，本願明細書によれば，本願

発明の「各薬剤に関する剤形，色，識別コード等の（検索項目毎の）検索情報」に

外観情報に該当しない情報（商品名等）が含まれることは明らかであるから，本願

発明の「検索情報」は，外観情報に限定されるものではなく，「詳細な薬剤情報」

に該当するものも含まれ，「検索情報」と「詳細な薬剤情報」とが重複する場合が

あるものと解される。
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したがって，本願発明の「検索情報」が患者にとって既知の情報（患者が把握す

ることのできる情報）である外観情報に限られ，「薬剤情報」がその余の情報（患

者が知りたい情報）であるとして，両者が区別して記憶されている旨の原告の主張

は，本願明細書の発明の詳細な説明の記載にも基づかないものとして，失当である。

イ 引用発明について

引用例の記載（段落【０００５】～【０００６】）及び図５の薬品検索メニュー

画面において処方箋に通常記載されない事項（形状，色調等）の入力が可能とされ

ていることに照らせば，引用発明は，患者自身が他の医療機関において現在服用中

の医薬品情報を提示すること，すなわち，患者自身及び他の医療機関が当該服用中

の医薬品に係る処方箋を所持していないことをも前提とするものであるといえるか

ら，引用発明における検索情報は，処方箋に記載された商品情報に限定されるもの

ではなく，患者及び医療機関の双方において利用可能な検索装置における検索情報

一般を指すというべきである。

この点に関し，原告は，薬剤のカラーに係る情報につき，引用例（図５）には，

専門的な分類である「色調」と記載されており，これは専門家が処方箋に基づいて

のみ認識することのできるものであると主張するが，引用例の段落【００１８】の

記載及び薬データの具体例を示した図３（「色」欄）によれば，図５の「色調」欄

の存在にもかかわらず，引用発明において入力の対象とされているのは，「色調」

ではなく「色」であるといえるし，そもそも，「色調」の語は，一般的に用いられ

ているものであり，専門的な分類ではないから，原告の主張は失当である。

また，原告は，引用例の図６の薬品情報画面Ｗ３に示されているのが商品名別の

薬品情報であり，商品名が不明の状態では機能しないと主張するが，引用例の段落

【００２２】及び【００２４】の記載に照らせば，図６に示されているのは，薬品

検索メニュー画面によって特定された薬剤の情報を表示するための検索情報画面で

あって，薬品検索メニュー画面そのものではないから，原告の主張は理由がない。

ウ 小括



- 13 -

以上のとおりであるから，記憶装置が記憶する情報につき，「各薬剤に関する剤

形，色，識別コード等の検索項目毎の検索情報と，各薬剤の名称と詳細な薬剤情

報」の点で本願発明と引用発明とが一致するとした本件審決の認定に誤りはない。

(2) 被検索薬剤

ア 本願発明について

(ア) 特許請求の範囲の記載

請求項１は，「被検索薬剤」について，「少なくとも商品名，用量等が処方箋に

おいて明りょうな薬剤」（原告主張に係る引用発明の「対象患者に投薬する薬」）

でないと限定するものではなく，また，「薬剤の名称や商品名が不明なもの」（原

告主張に係る本願発明の「被検索薬剤」）であると限定するものでもなく，原告主

張に係るこれらの下位概念の薬剤を含む１つの概念（上位概念）として一義的に明

確に規定するものである。

したがって，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものとして，失

当であるといわざるを得ない。

なお，原告も，取消事由２に係る主張(1)イ(ア)において，「商品名」が本願発

明の「検索情報」に該当すること，すなわち，「商品名が明りょうな薬剤」が「被

検索薬剤」に該当することを自認している。

(イ) 「被検索薬剤」の限定解釈が許されないこと

上記(ア)のとおり，請求項１は，「被検索薬剤」について，原告主張に係る下位

概念の薬剤を含む１つの概念（上位概念）として一義的に明確に規定するものであ

るから，本願発明の「被検索薬剤」の技術的意義の解釈に当たり，本願明細書の発

明の詳細な説明の記載を参酌することは許されない。

また，本願発明が属する薬剤検索の技術分野において，「薬剤の名称や商品名が

不明な被検索薬剤」以外の「被検索薬剤」がおよそ存在しないことが当業者の一般

的な技術常識となっているということもできない。この点は，原告も，本件審判請

求の理由を記載した平成１８年１１月１６日付け手続補正書（方式）（甲８の７）
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において，医師や薬剤師が本願発明を使用する場合がある旨の主張をし（３頁２１

行），本訴の取消事由２に係る主張(1)イ(ア)においても，「商品名」が本願発明

の「検索情報」に該当すること，すなわち，「商品名が明りょうな薬剤」が「被検

索薬剤」に該当することを自認する旨の主張をするところである。

したがって，本願発明の「被検索薬剤」を「薬剤の名称や商品名が不明なもの」

に限定して解釈することは許されないというべきである。

(ウ) 「被検索薬剤」の限定解釈が許されるとした場合

仮に，本願発明の「被検索薬剤」を「薬剤の名称や商品名が不明なもの」に限定

して解釈することが許され，本件審決が一致点の認定を誤ったといえるしても，本

件審決（２０頁２４行～２２頁１０行）は，そのような「被検索薬剤」を採用する

ことが，当業者において，引用発明及び周知技術に基づき容易に想到し得た旨の判

断をしている（被告は，この点に関する本件審決の理由を本件訴訟における主張と

して援用する。）から，結局，当該一致点の認定の誤りは，相違点の看過及び当該

相違点についての判断の遺脱を招来するものでなく，本件審決の結論に影響しない

ものであって，本件審決を取り消すべき事由たり得ないというべきである。

イ 引用発明について

(ア) 「少なくとも商品名，用量等が処方箋において明りょうな薬剤」に限定さ

れないこと

前記(1)イのとおり，引用発明は，患者自身が他の医療機関において現在服用中

の医薬品情報を提示すること，すなわち，患者自身及び他の医療機関が当該服用中

の医薬品に係る処方箋を所持していないことをも前提とするものであるといえるか

ら，引用発明の「対象患者に投薬する薬」は，「少なくとも商品名，用量等が処方

箋において明りょうな薬剤」に限定されず，患者及び医療機関の双方において利用

可能な検索装置における検索対象薬剤一般を指すというべきである。

(イ) 「少なくとも商品名，用量等が処方箋において明りょうな薬剤」のみを指

すとした場合
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仮に，引用発明の「対象患者に投薬する薬」が「少なくとも商品名，用量等が処

方箋において明りょうな薬剤」のみを指すとしても，そのような薬剤が本願発明の

「薬剤検索システム」（検索装置）における検索対象であることに変わりはないか

ら，引用発明の「対象患者に投薬する薬」は，本願発明の「被検索薬剤」に相当す

るものである。

ウ 小括

以上のとおり，引用発明の「対象患者に投薬する薬」は，本願発明の「被検索薬

剤」に相当するから，本願発明と引用発明とが「被検索薬剤」の点で一致するとし

た本件審決の認定に誤りはない。

３ 取消事由３（相違点１についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決（１７頁３行～１８頁１行）は，周知例１ないし３に記載された技術を

含む周知技術を引用発明に適用することにより，相違点１に係る本願発明の構成を

採用することは当業者が容易に想到し得る旨の判断をしたが，以下のとおり，この

判断は誤りである。

(1) 周知技術の引用発明への適用の可否

周知例１ないし３に記載された周知技術は，薬剤を同定するための重要な技術の

１つではあるが，引用発明における入力者は，自ら薬剤を調剤した者（薬剤師）で

あり，そのような引用発明において，記憶や処理に多大の容量を要する「外形のカ

ラー写真」に係る本願発明の構成（相違点１に係る構成）をわざわざ採用する理由

は一切なく，当該周知技術を引用発明に適用することは無意味であるから，当該周

知技術を引用発明に適用して相違点１に係る本願発明の構成を想起することは，当

業者にとって極めて困難であるというべきである。

(2) 被告の主張に対する反論

被告は，単に，周知例１ないし３に記載された周知技術，本件出願当時の技術常

識等を挙げることにより，相違点１に係る本願発明の構成を採用することは当業者
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が容易に想到し得る旨の主張をするが，それら周知技術等の存在により，直ちに，

当業者が同構成に容易に想到し得たということはできない。本願発明において「外

形のカラー写真」を記憶し，モニタに表示するようにしたことは，モノクロ写真の

場合と比較して，患者が所持する薬剤を特定するために極めて有効な手段の１つで

あって，極めて重要な技術的困難性を有するものであるからである。

〔被告の主張〕

(1) 引用発明の目的

引用例の記載（段落【０００５】～【０００６】）及び図５の薬品検索メニュー

画面において処方箋に通常記載されない事項（形状，色調等）の入力が可能とされ

ていることに照らせば，引用発明は，患者等に対して投薬情報を的確に伝えること

により，投薬された医薬品についての正しい知識を与え，過量投与等の事故を防止

することや，患者自身が他の医療機関において現在服用中の医薬品情報を提示する

ことを可能にし，相互作用又は配合禁忌の関係にある薬剤の投与を未然に防止する

ことを目的とするものといえる。

(2) 周知技術等

ア 薬剤の外形の画像又は写真の表示

引用発明の上記目的と同様の目的を有する検索技術の分野において，モニタに薬

剤の外形の画像又は写真を表示することは，周知例１（特に４６頁右欄１行～４７

頁左欄１２行参照），周知例２（特に５４頁の図参照）及び周知例３（特に６５頁

左欄３～１２行）に記載されるとおり，本件出願当時の周知技術である。

イ カラーの画像又は写真

白黒写真に代わってカラー写真が，白黒テレビに代わってカラーテレビが，モノ

クロモニタに代わってカラーモニタがそれぞれ普及してきた技術的な変遷は，本件

出願当時の周知の事項であり，薬剤の外形等の画像又は写真をカラーで表現するこ

とは，情報処理の技術分野において，本件出願当時の周知技術である。

ウ コンピュータにおける処理能力
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また，大容量のハードディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭ等，カラーの画

像又は写真を多数格納するための記憶手段や，当該記憶手段にアクセスしてカラー

の画像又は写真を多数取り扱うのに十分な処理能力を備えたコンピュータが普及し

ていたことも，本件出願当時の技術常識である。

(3) 容易想到性

以上のとおり，引用発明と同様の目的を有する検索技術の分野において，モニタ

に薬剤の外形の画像又は写真を表示することは本件出願当時の周知技術であり，か

つ，画像又は写真をカラーで表現することも，情報処理の技術分野における本件出

願当時の周知技術であるから，相違点１に係る本願発明の構成を採用することは，

当業者が容易に想到し得ることである。

４ 取消事由４（相違点２についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決（１８頁３～２７行）は，選択入力を行うユーザー・インターフェイス

が周知技術であり，誰でも極めて容易に操作することができるようにユーザー・イ

ンターフェイスを改良することが周知の課題であるなどとして，当該周知技術を引

用発明に適用することにより，相違点２に係る本願発明の構成を採用することは当

業者が容易に想到し得る旨の判断をした。

しかしながら，引用発明においては，基本的に，検索項目を直接入力すれば足り

るのであるから，そのような引用発明において，相違点２に係る本願発明の構成を

採用する必要はない。なお，引用例に記載された選択入力（ステップ１における検

索キーワードの選択入力）は，薬剤の入力手段についての一実施例について述べた

ものにすぎないし，この場合であっても，入力者は，検索された複数の薬剤名から

調剤した薬剤を選択するものであり，調剤した薬剤を知らなければ選択入力をする

ことができないものである。

また，引用発明は，調剤した既知の薬剤（商品名）の詳細な情報を得るために患

者ではなく薬剤師が使用するものであるのに対し，本願発明は，不明の薬剤を特定
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するために患者が使用するものであるから，本願発明と引用発明とは，その目的を

大きく異にするものである。

そうすると，相違点２に係る本願発明の構成を採用することは当業者が容易に想

到し得ないというべきであり，したがって，本件審決の判断は誤りである。

なお，被告が主張するタッチパネル方式による検索事項の入力手段が本件出願当

時の周知技術であることは認める。

〔被告の主張〕

(1) 容易想到性

本願発明の「該当する内容を選択（する）」との構成に関し，本願明細書の段落

【００３１】には，ＡＴＭ等におけるタッチパネル方式及びペン入力方式について

の記載があるところ，ＡＴＭ等において採用されているような，入力したい内容を

直接入力するのではなく，選択入力するユーザー・インターフェイスは，本件出願

当時の周知技術である。

また，本願発明とその属する技術分野を同じくする引用発明においては，薬剤検

索項目のすべてについてではないものの，コンボボックスを用いて検索キーワード

を選択入力することが可能とされている。

さらに，誰でも極めて容易に操作を行うことができるようにユーザー・インター

フェイスを改良することは，薬剤検索システムを含む情報処理システムを構築する

上で当然考慮すべき周知の課題である。

そうすると，上記課題を解決するため，引用発明に上記周知技術を適用し，相違

点２に係る本願発明の構成を採用することは，当業者が容易に想到し得ることであ

る。

(2) 原告の主張に対する反論

ア 原告は，引用例に記載された選択入力の例（ステップ１における検索キーワ

ードの選択入力）に関し，この場合にも，入力者は，検索された複数の薬剤名から

調剤した薬剤を選択するものであり，調剤した薬剤を知らなければ選択入力をする
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ことができないと主張するが，引用発明が処方箋に記載された商品情報のみを入力

するものでないことは，取消事由２に係る主張(1)イのとおりであるから，原告の

主張は理由がない。

イ 原告は，本願発明と引用発明とがその目的を大きく異にすると主張するが，

取消事由３に係る主張(1)のとおり，引用発明は，患者が現在服用中の医薬品情報

を知ることをも目的とするものであるから，両発明がその目的を大きく異にすると

はいえない。

５ 取消事由５（相違点３についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決（１８頁２９行～２０頁３行）は，引用発明においても絞り込み検索を

行い得ることが引用例（図５）に示唆されており，他方，絞り込み検索を行うこと

は周知例２，４及び５に記載された周知技術であるから，当該周知技術を引用発明

に適用することにより，相違点３に係る本願発明の構成を採用することは当業者が

容易に想到し得る旨の判断をした。

しかしながら，引用発明は，既知の商品名に基づいて検索を行うものであって，

絞り込み検索を採用する必要がなく，また，その余地が全くないものであるし，引

用例には，絞り込み検索を行うとの技術的思想は一切示唆されていない（段落【０

０２４】参照）から，上記周知技術を引用発明に適用するとの考えはあり得ない。

また，引用発明は，調剤した既知の薬剤（商品名）の詳細な情報を得るために患

者ではなく薬剤師が使用するものであるのに対し，本願発明は，不明の薬剤を特定

するために患者が使用するものであるから，両発明は，その目的を大きく異にする

ものである。

そうすると，相違点３に係る本願発明の構成を採用することは当業者が容易に想

到し得ないというべきであり，したがって，本件審決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 引用発明



- 20 -

引用例の段落【００２３】には，「絞り込みを可能とする」との記載があり，ま

た，図５に示された薬品検索メニュー画面においては，いったん検索結果を得た後，

更に一又は複数の検索キーワードを追加入力した上，再度検索を実行することによ

って検索結果を得るとの処理を繰り返すこと，すなわち，絞り込み検索を行うこと

が可能である旨の示唆がされている。

(2) 周知技術

周知例４（特に段落【００２３】～【００２８】，【００３４】，図７～図１３

参照），周知例５（特に段落【００２４】～【００２５】）等に記載されるとおり，

情報と順次照合させることによって絞り込み検索を行うことは，情報検索システム

が利用される情報処理の分野において，本件出願当時の周知技術であるほか，本願

発明とその属する技術分野（薬剤検索）を同じくする周知例２（５３頁左欄２～５

行）に記載されるとおり，絞り込み検索を行うことは，薬剤検索の技術分野におい

ても，本件出願当時の周知技術である。

(3) 容易想到性

以上のとおり，薬剤検索を迅速に行うため，引用発明に対して上記周知技術を適

用することにより，相違点３に係る本願発明の構成を採用することは，当業者が容

易に想到し得ることである。

(4) 原告の主張に対する反論

ア 原告は，引用発明においては絞り込み検索を採用する必要がないなどと主張

し，その根拠として，引用発明が既知の商品名に基づいて検索を行うものであるこ

とを挙げるが，取消事由２に係る主張(1)イによれば，引用発明は，既知の商品名

のみに基づいて検索を行うものではないから，原告の主張は，その前提を欠くもの

として，失当である。

イ 原告は，本願発明と引用発明とがその目的を大きく異にすると主張するが，

これに対する反論は，取消事由４に係る主張(2)イのとおりである。

第４ 当裁判所の判断
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１ 引用例の記載

原告は，取消事由１において，引用発明についての本件審決の認定を争うほか，

取消事由２ないし５においても，引用発明の内容に基づく等の主張をするので，各

取消事由について検討するに当たり，まず，引用例の記載及び図示の内容をみると，

引用例には，以下の記載及び図示がある。図面は，それを引用する明細書の記載に

適宜併記する。

【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，患者等に対して投薬情報を的確

に伝えることにより投薬に関する安全性を向上しうる投薬データ管理装置に関する。

【０００２】【従来の技術】…薬品は，医師の処方箋に基づいて薬剤師によって調

剤され，患者に手渡されている。また，医療機関での診察時には，通常，薬品に関

する一般的な情報，例えば用法や効能また副作用など薬に関する情報が主として口

頭で医師から患者へと伝えられる。

【０００３】【発明が解決しようとする課題】従来の方法では，…医師等も十分に

薬の説明が行えない場合があり，また患者が薬に関する情報を聞き誤ったり，また

記憶忘れなどにより誤った薬の服用がなされる可能性があり，非常に危険である。

また投薬袋などには，通常，用法のみが文章で記載されているにすぎず，薬に関す

る充分な情報を患者に与えているとは言い難い。

【０００４】また，薬品には，他の薬との配合を禁忌すべき場合がある。…配合禁

忌情報は，薬の多種化に伴い非常に手間のかかる作業となりかつそのチエックにも

完全を期しがたい。

【０００５】また，患者が複数の診察科に亘って治療を受けているような場合，或

いは２以上の医療機関にかかりつけて治療を受けている場合には，患者は，各医療

機関に対して他方の医療機関において投薬されている薬の情報を伝え，配合禁忌等

の薬の相互関係を調べる必要があるが，上述のように患者自身が薬の情報を充分に

把握できていないような実情では，医療機関への薬の情報提供が満足に行えず，円

滑な治療行為を妨げるという問題がある。
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【０００６】本発明は，このような実状に鑑み案出されたもので，患者等に対して

投薬情報を的確に伝えることにより，投薬された医薬品の正しい知識を与え，誤っ

た過量投与などの事故を防止するとともに，患者自身が他の医療機関においても現

在服用中の医薬品情報を提示することを可能とすることにより，相互作用，配合禁

忌の関係にある薬の投薬を未然に防止しうる投薬データ管理装置を提供することを

目的としている。

【００１４】【発明の実施の形態】以

下本発明の実施の一形態を図面に基づ

き説明する。図１には，本実施形態の

投薬データ管理装置１のブロック図を

示している。図において投薬データ管

理装置１は，患者に投薬する薬を入力

する入力手段２と，この入力された薬

を患者毎の投薬データとして記憶する

投薬データ記憶部３と，少なくとも薬の名称，用量・用法及び効能・効果を含む薬

データを記憶する薬データ記憶部４と，対象となる患者の前記投薬データ記憶部４

（判決注：「前記投薬データ記憶部３」の誤記であると認められる。）に記憶され

ている薬に対応した薬データを前記薬データ記憶部から選択して取り出す演算部５

と，この演算部５により取り出された前記薬データを被印刷体６に印刷する印刷手

段７とから構成されている。このような投薬データ管理装置１は，例えば医療機関

の薬局などに設置されるものを例示している。

【００１５】前記入力手段２は，本実施形態ではキーボードとマウスからなり，こ

れを用いて医師から送られてきた処方せんに基づいて，対象患者に投薬する薬を選
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択しつつ投薬データ記憶部３に入力することが

できる。…

【００１８】また前記薬データ記憶部４は，例

えばそのデータ構造を図３に概念的に示すよう

に，本実施形態では薬品を識別するための固有

の番号である薬品識別ＩＤや，薬品名（商品

名），学名（学術名），欧文名，粉末，顆粒，

錠剤又はカプセル等，薬の外観を識別しうる形

状，薬の色の他，薬の用量・用法や，効能・

効果，副作用，当該薬との配合禁忌関係にある

禁忌薬，製薬会社名などの薬データが予め記憶

されている。

【００２０】このように構成された本実施形態の投薬データ管理装置１の処理手順

の一例について図４に示すフローチャートに基づき説明する。先ず，本装置の操作

者が，処方箋に基づき，入力手段２を用いて患者

に投薬する薬を選択する処理を行う（ステップＳ

１）。

【００２１】薬を選択する方法としては，例えば

キーボードを用いて薬のデータを入力していけば

良いが，本実施形態では例えば図５に示すよう

に，表示手段９に薬品検索メニュー画面Ｗ１を表

示させ，これにより容易に投薬する薬を入力しう

るように構成している。

【００２２】この薬品検索メニュー画面Ｗ１から

明らかなように，例えば，薬の商品名，学名，欧

文名又は製薬会社名など複数の検索キーワードを
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入力手段２を用いて入力し，

検索実行ボタンＢ１をマウス

等を用いてクリックすると，

前記演算部５が，薬データ記

憶部４を検索し，入力された

検索条件に合致する薬の名称

を検索結果一覧として画面の

左下の箇所Ｗ２に表示させる

ことができる。

【００２３】また，本実施形態では検索キーとして，製薬会社のマーク（図形商標

等）をも用いて検索薬品を絞り込むことができる。これは，図示していないが，製

薬会社名とそのマークの対応表を予め記憶させた記憶部を有し，選択されたマーク

から製薬会社名を特定することにより絞り込みを可能とする。

【００２４】なお薬品検索メニ

ュー画面Ｗ１の検索結果一覧に

表示された薬を特定し，薬品情

報表示ボタンＢ２を入力手段２

のマウス等を用いてクリックす

ると，図６に示すような薬品情

報画面Ｗ３として，当該薬品の

詳細な情報を表示手段９に表示

させることもでき，効能等を確

認することもできる。

【００３１】…印刷手段７により薬データが印刷された被印刷体６は，患者に手渡

すことにより当該患者に対して投薬情報を正確に知らせるためのものであるから，
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患者が薬の服用時に目に付きやすいものとするのが好ましい。

【００３２】そこで，本実施形態では，被

印刷体６は，図１０に示すように，薬を入

れて患者に手渡す投薬袋（図示せず）に貼

着されるラベル８であることを特徴として

いる。これによって，患者は薬の服用時に

は薬を取り出すときなど投薬袋を見るはず

であるから，ラベル８を参照して服用に関

して用法，効能等を常に確認することがで

き，患者に対する投薬情報の伝達性を高

め，かつ薬に関する情報を的確に把握させることができる。

【００３３】また，患者に対して投薬情報を的確に把握するためには，ラベル８に

表示する情報の内容を設定する必要があるが，好ましくは，また本実施形態では，

図１０に示すように，薬品名，薬の形状・色，用量・用法，及び効能・効果を表示

したものを示している。そして，薬の形状には，薬のイメージ画像を含んでいるこ

とも薬の特定をより確実なものにでき，誤飲，過量服用などを好適に防止しうる点

で好ましいものとなる。

【００３５】また，被印刷体に表示する投薬情報としては，前記実施形態に限定さ

れるものではなく，例えば次のような組み合わせを採用することが可能である。

①薬品名，形状・色（イメージ画像有り），用量・用法

②薬品名，形状・色（イメージ画像無し），用量・用法

③薬品名，形状・色（イメージ画像無し），用量・用法，副作用

④薬品名，形状・色（イメージ画像無し），用量・用法，製薬会社名

⑤薬品名，形状・色（イメージ画像無し），用量・用法，副作用，製薬会社名

【００３６】上記③，⑤のように，被印刷体６に表示する投薬情報に，薬の副作用

情報を加えることによって，予め薬の副作用を患者に対して的確に伝えることがで
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き，薬による副作用の早期発見に役立ち，治療行為を円滑化しうる利点がある。ま

た②～⑤に，夫々効能，効果を加えることも好ましい。さらに，薬データを被印刷

体６に印刷する前に一旦表示手段９にてその内容を確認し，医師，薬剤師等が，用

量，用法等に必要なコメントや，内容の追加，修正等を行えるように構成しうる。

【００３８】…また，印刷手段にカラープリンタ等を用い，カラーイメージ画像を

印刷するのも好ましい。

【００３９】【発明の効果】上述のように，請求項１記載の発明では，患者に投薬

された薬に関する情報を薬データ記憶部から選択して取り出して被印刷体に印刷す

ることができるため，被印刷体を患者に手渡すことにより，患者に対して投薬情報，

例えば薬品名や用量，効能などを的確に伝えることができる。これにより，患者は，

服用している薬に関する充分な情報を享受することができ，誤った過量服用などを

未然に防止でき，また他の医療機関などに被印刷体を示すことにより投薬情報を正

確に伝達することができる。

【００４０】また請求項２記載の発明では，前記薬データに薬の形状及び色の情報

を含むことによって，これを被印刷体に印刷して患者に手渡すことにより，薬の情

報をより一層的確に伝えることができ，特に複数の薬が混在しているような場合に

は，薬の形状，色等によって識別しうる結果，誤った服用などをより確実に防止す

るのに役立つ。

２ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）について

以上の引用例の記載を踏まえ，先ず，取消事由１について検討する。

(1) 前記第２の３(2)アのとおり，本件審決は，引用発明の入力手段における薬

品検索項目の選択に関し，「前記入力手段で対象患者に投薬する薬に関して前記表

示手段に表示された複数の前記薬データに関する薬品検索項目のうちで該当する薬

品検索項目を順次選んで，該当する検索キーワードを選択又は直接入力することに

よって，その対象患者に投薬する薬に該当する薬データの検索キーワードを入力

（する）」と認定しているところ，原告は，これをもって，引用発明においては絞
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り込み検索は行われないとし，したがって，引用発明が順次選ぶとの構成を備えて

いないと主張する。

(2) しかしながら，本件審決の上記認定は，引用発明が薬品検索項目について

順次選ぶとの構成を有する旨の認定をしたにとどまり，絞り込み検索を行うとの構

成を有する旨の認定までしたものではない。

しかるところ，引用例の段落【００２１】ないし【００２３】及び図５によると，

引用発明の操作者が，「検索したい薬品情報を入力して下さい（複数検索可）」と

記載された薬品検索メニュー画面（図５）において，複数の薬品検索項目（商品名，

製薬会社名，形状，色調，薬効大分類，適応病名等）の中から，適当と考える薬品

検索項目を任意に選択し，選択した薬品検索項目の各欄に，それぞれ適当な検索キ

ーワードを入力し，又は選択した上，検索を実行する旨の記載及び図示がされてい

るのであるから，これを絞り込み検索というか否かはともかく，少なくとも引用発

明が薬品検索項目について順次選ぶとの構成を備えていることは明らかというべき

である。

なお，引用発明が絞り込み検索を行うものでないことについては，前記第２の３

(2)ウ(ウ)のとおり，本件審決は，入力情報と薬剤情報との照合の点についてでは

あるが，本願発明の「順次，照合させる絞り込み検索を行（う）」との構成が相違

点（相違点３）である旨の認定をしているところである。

(3) したがって，引用発明は，薬品検索項目について順次選ぶとの構成を備え

ているから，この点についての本件審決の認定の誤りをいう取消事由１は理由がな

い。

３ 取消事由２（一致点の認定の誤り）について

次に，取消事由２について検討する。

(1) 記憶装置が記憶する情報

ア 引用発明が「各薬品を識別するための固有の番号である薬品識別ＩＤ，薬品

名（商品名），薬の外観を識別しうる形状，薬の色，薬の用量・用法，効能・効果，
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副作用などの薬データであって，薬品識別ＩＤ，薬の外観を識別しうる形状，薬の

色などを薬品検索項目とすることができる薬データ」を記憶装置に記憶するとの構

成を有することは，当事者間に争いがない。

そうすると，引用発明における「薬品検索項目」が「薬品識別ＩＤ，薬の外観を

識別しうる形状，薬の色など」であり，これが本願発明の「（検索項目毎の）検索

情報」である「各薬剤に関する剤形，色，識別コード等」に相当すること，引用発

明の「薬品名（商品名），…薬の用量・用法，効能・効果，副作用などの薬デー

タ」が本願発明の「各薬剤の名称と…詳細な薬剤情報」に相当することは，いずれ

も文言上明らかというべきである。

イ 原告の主張について

(ア) 原告は，本願発明の「検索情報」につき，患者が入手することのできる情

報であって，商品名もこれに該当するが，商品名が不明の場合は外観情報に限られ

ると主張するので，以下検討する。

ａ 特許請求の範囲の記載

本願発明の「検索情報」に関し，請求項１には，前記第２の２のとおり，「各薬

剤に関する剤形，色，識別コード等の検索項目毎の検索情報」との規定があるが，

これ以上に「検索情報」を限定する規定は存在しない。

ｂ 発明の詳細な説明の記載

(ａ) 本願発明の「検索情報」に関し，念のため，本願明細書の発明の詳細な説

明の記載を参酌するに，本願明細書には，以下の記載及び図示がある。図面は，そ

れを引用する明細書の記載に適宜併記する。

【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，病院や診療所等の医療機関で医

師によって処方され患者に調剤される薬剤を，その薬剤そのものが主として外観に

有している情報に基づいて特定し，その薬剤の名称，効能や副作用等の詳細な薬剤

情報を知るための検索システムに関するものである。

【０００６】【発明が解決しようとする課題】…薬剤に関して素人である一般の患
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者が，薬剤を見て商品名や識別コードを判別するのは困難であり，殊に，高齢者等

にとっては，専門家にしか判別できないような商品名や識別コード等の表示を読み

とることは極めて困難であった。しかも，書籍に記載されている情報は経時的に陳

腐化し，常に最新情報を得ることはできなかった。

【０００８】…従来の検索システムは，医師や薬剤師など，薬剤に関する専門家を

対象としたものであり，誰にでも容易に利用できるものではなかった。

【００１０】モニタに表示されている複数の検索項目のうち，判別しようとする被

検索薬剤の外形に表示されている情報で，利用者が把握可能な薬剤の外形について

の情報に関する検索項目を任意に選択し，該当する内容を選択する。例えば，薬剤

の形態の検索項目を選ぶと，次にモニタ画面に例えば錠剤，カプセル，散剤（顆

粒），散剤（粉末），液剤，軟膏，湿布薬，座薬等の検索項目が表示されるので，

更にこれらを選択すると，次に画面に色彩，大きさ，付されている記号などの検索

項目が表示されるので，順次該当する情報を入力していくことにより，その内容に

該当する薬剤が検索され，モニタに検索結果として薬剤名やカラー写真が表示され

る。複数の薬剤が表示された場合には，前回とは異なる検索項目について，該当す

る内容を選択していく。こうして検索を繰り返すことによって，絞り込みが行われ，

最終的には被検索薬剤を特定して，その詳細な情報を入手することができる。

【００１２】更に，モニタに表示された薬剤情報を印刷可能な印刷装置を備えてい

れば，薬剤師が患者に渡したり，患者が自ら調べた結果を手元に保管したりするこ
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とができる。

【００１５】【発明の実施の形態】本発明

の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【００１６】図１は本発明の薬剤検索シス

テムのハードウェア構成の一例を示す図で

ある。サーバは，例えば薬剤情報を統括す

る薬剤情報センターのような機関が保有し

ており，薬剤の検索項目と薬剤情報との関

連データベースを格納する記憶装置と，制御部とからなる。また，端末機は，モニ

タおよび入力装置と，それらを制御する制御部とからなり，モニタに表示された内

容をカラー印刷可能な印刷装置が制御部に接続されている。そして，各医療機関や

薬局等に設置した複数の端末機から，インターネットを介して，本部のサーバへ接

続可能とされている。

【００１７】記憶装置では，複数の検索項目毎の内容に該当する薬剤名とそのカラ

ー画像，および各薬剤の効能や副作用，禁忌等の詳細な薬剤情報がデータベースと

して記憶されてい…る。…

【００１９】次に，図２に従って，手持ちの薬

剤に関する薬剤情報を調べる場合の手順の一例

を説明する。

【００２０】初期状態では，モニタには複数の

検索項目が表示されていて，利用者は，任意の

検索項目を選択し，その検索項目が表示されて

いる部分を指などで接触して入力する。…

【００２１】検索項目としては，商品名，識別

コードなど，通常一回の検索で薬剤が特定され

る項目の他，製薬会社名，対象疾患名，成分，薬価，薬効分類，或いは，薬剤に関
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する専門知識を持たない一般の患者でも容易に検索できるように，薬剤の外見から

判別される色や剤形，包装形態，更には漢方薬等においては匂いなども設定するこ

とができる。

【００２２】利用者は，選択した検索項目に表示されている内容のうち，手持ちの

薬剤にあてはまる内容を選択し，前記と同様のタッチパネル方式によって入力する。

例えば，検索項目として剤形を選択した場合，その内容には，錠剤，カプセル，散

剤，坐薬，軟膏等が表示され，手持ちの薬剤がどれにあてはまるかを選択する。

【００２３】検索項目による内容を入力すると，データベースに記憶されている薬

剤のうち，選択した内容に該当する薬剤の商品名およびカラー画像がモニタに表示

される。商品名や識別コードによって検索した場合には，一回の検索で一種類の薬

剤に特定されるが，その他の検索項目の場合は，通常，複数の薬剤が表示される。

【００２４】複数の薬剤が表示された場合，表示された薬剤を順に見ながら被検索

薬剤を探してもよいが，表示された薬剤の数が多い場合には，一回目とは異なる検

索項目を選択して，再度絞り込みを行う。

【００２５】このように検索を繰り返して，薬剤が特定されるまで絞り込み検索を

行い，途中で該当する薬剤が存在しなくなった場合には，前の段階に戻って検索を

やり直す。

【００２６】こうして薬剤が特定されたら，例

えば図３に示すように，その薬剤の名称や画像

がモニタ２２に表示される。更に，薬剤の部分

をタッチすることによって，図４に示すよう
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に，その薬剤に関する効能や副作用等の詳細な薬剤情報がモニタに表示される。

【００２８】本実施の形態に示すように，本

部のサーバ内に記憶装置を設け，各端末機か

らインターネットでサーバに接続して検索を

行うようにすれば，端末機自体に記憶装置を

備える必要がないので，端末機を設置するた

めの経済的負担が少なくて済む。従って，同

一病院内に複数台設置したり，比較的小規模な薬局等にも，容易に設置することが

できる。また，ユーザ登録等をすることにより，医療関係者以外の者が，自宅等に

端末機を設置して検索することも可能である。

【００３０】また，記憶装置を有するサーバと各端末機とは，ローカルエリアネッ

トワークによって接続されてもよく，この場合には，例えばそれぞれの病院や薬局

等において，医師や薬剤師が端末機を用いて記憶装置にデータの出し入れを行うこ

とができるようにしてもよい。また，本発明の異なる実施の形態として，サーバを

端末機とは別に設置せず，個々のパソコン内に，ハードディスクや光学ディスク等

からなる記憶装置を備えたものも実施可能である。この場合には，薬剤情報等のデ

ータ更新は，個々の医療機関で行ってもよいし，例えばインターネットに接続する

ことによって，データベースを作成している機関から，最新のデータをダウンロー

ドできるようにしてもよい。

【００３２】上記の薬剤検索システムは，医療関係者および薬剤に関する専門知識

を持たない一般の患者のいずれにとっても容易に利用できるものであり，従来のよ

うに，医療機関や薬局等において，医師や薬剤師が，処方時または調剤時に安全性

を確認したり，患者に薬剤の使用方法や副作用について説明したりするときに用い

ることができる他，患者が，手持ちの薬剤に関する詳細な情報を知るために自分で

利用することができる。

【００３３】従って，例えば病院のロビー等に端末機を設置して，誰でも自由に利
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用できるようにすれば，医師や薬剤師の説明を確認したり，薬局でもらった薬剤情

報の記載書類を紛失した場合や更に詳細な情報を知りたい場合等に，患者が自分で

薬剤情報を入手することができ，端末機として形態電話機（判決注:「携帯電話

機」の誤記であると認められる。）のような移動体通信機器を用いる場合には更に

手軽に情報を知ることができる。

【００３４】【発明の効果】本発明によると，医師や薬剤師等の医療関係者はもち

ろん，薬剤に関する専門知識を持っていない人でも，任意の薬剤を容易に検索して，

その薬剤に関する詳細な情報を調べることができる。

(ｂ) 上記(ａ)のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明には，従来の検索シス

テムに関し，医師，薬剤師等の薬剤に関する専門家を対象としたものであり，誰で

も容易に利用することができるものではなかった旨の，本願発明が病院，診療所等

の医療機関によって処方され患者に調剤される薬剤をその薬剤自体が主として外観

に有している情報（外観情報）に基づいて特定するための検索システムに関するも

のである旨の，検索項目に関し，薬剤の外見から判別される情報であって利用者が

把握可能な薬剤の剤形，包装形態，色彩，大きさ，付されている記号，におい等を

検索項目として設定することができる旨の記載がある。

しかしながら，他方で，本願明細書の発明の詳細な説明には，本願発明の利用者

に関し，医療関係者にとっても容易に利用することができる旨の，同発明の用途に

関し，医師や薬剤師が薬剤に関する詳細な情報を調べることができ，処方時又は調

剤時に安全性を確認したり，患者に対して薬剤の使用方法や副作用について説明し

たりするときに用いることができる旨の，検索項目に関し，対象疾患名，成分，薬

価，薬効分類等も設定することができる旨の記載がある。

そうすると，仮に本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌したとしても，本

願発明の「検索情報」を，患者が入手することのできる情報であって，商品名が不

明の場合は外観情報に限られると解釈することはできないといわざるを得ない。

ｃ 上記ａ及びｂのとおり，本願発明の「検索情報」を限定して解釈すべき旨の
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原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえず，また，仮に本

願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌したとしても，そのように解釈すること

はできないから，失当というべきである。

(イ) 原告は，本願発明においては，外観情報が「検索情報」であり，その余の

情報が「薬剤情報」であって，両者は明確に区別されている旨の主張をするが，本

願発明の「検索情報」を外観情報に限定して解釈することができないことは，上記

(ア)のとおりであるから，原告の主張は，その前提を欠き，採用し得ない。

ウ 以上のとおりであるから，本願発明と引用発明とが「各薬剤に関する剤形，

色，識別コード等の検索項目毎の検索情報と，各薬剤の名称と詳細な薬剤情報を記

憶する記憶装置」を備える点で一致するとした本件審決の認定に誤りはない。

(2) 被検索薬剤

ア 引用発明が「前記入力手段で対象患者に投薬する薬に関して前記表示手段に

表示された複数の前記薬データに関する薬品検索項目のうちで該当する薬品検索項

目を順次選んで，該当する検索キーワードを選択又は直接入力することによって，

その対象患者に投薬する薬に該当する薬データの検索キーワードを入力（する）」

との構成及び「前記対象患者に投薬する薬と一致する場合にその対象患者に投薬す

る薬に関する薬品名（商品名），薬の用量・用法，効能・効果，副作用などの薬品

情報を作成して前記表示手段に表示する」との構成を有することは，「順次（選ん

で）」との部分を除き，当事者間に争いがない。また，引用発明が順次選ぶとの構

成を備えていることは，前記２のとおりである。

そして，本願発明の「被検索薬剤」が検索の対象とされる薬剤を指すことは，そ

の文言から一義的に明確である（なお，前記第２の２のとおり，請求項１には，

「被検索薬剤」を限定する規定は一切存在しない。）ところ，引用発明の「対象患

者に投薬する薬」についても，上記各構成の内容に照らし，検索の対象とされる薬

剤であることが明らかであるから，引用発明の「対象患者に投薬する薬」は，本願

発明の「被検索薬剤」に含まれるものというべきである。
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イ 原告の主張について

原告は，本願発明の「被検索薬剤」につき，患者が所持している薬剤であって薬

剤の名称や商品名が不明なものに限られると主張する。

もっとも，原告は，薬剤の名称，商品名等が明りょうな場合にも本願発明を使用

することができるとも主張するが，この点はさておいても，本願発明の「被検索薬

剤」に関し，請求項１には，前記第２の２のとおり，これを限定する規定は一切存

在しない。

また，念のため，仮に本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌したとしても，

前記(1)イ(ア)ｂ(ｂ)において説示したところに照らせば，本願発明の「被検索薬

剤」を，患者が所持している薬剤であって薬剤の名称や商品名が不明なものに限定

されると解釈することはできない。

そうすると，本願発明の「被検索薬剤」を限定して解釈すべき旨の原告の主張は，

特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえず，また，仮に本願明細書の発明の詳

細な説明の記載を参酌したとしても，そのように解釈することはできないから，い

ずれにせよ失当であるといわなければならない。

ウ 以上のとおりであるから，本願発明と引用発明とが「前記入力装置で被検索

薬剤に関して前記モニタに表示された複数の前記薬剤情報に関する検索項目のうち

で該当する検索項目を順次選んで，その被検索薬剤に該当する薬剤情報の内容を入

力（する）」との点及び「前記被検索薬剤と一致する場合にその薬剤に関する薬剤

の名称と詳細な薬剤情報を作成して前記モニタに表示する」との点で一致するとし

た本件審決の認定に誤りはない。

(3) したがって，一致点についての本件審決の認定の誤りをいう取消事由２は

理由がない。

４ 取消事由３（相違点１についての判断の誤り）について

次に，取消事由３について検討する。

(1) 周知技術
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周知例２及び３によれば，薬剤検索システムに係る技術分野において，モニタに

薬剤の外形の写真を表示することは，本件出願当時の周知技術であったものと認め

られ，また，弁論の全趣旨によれば，写真をカラーで表示することも，本件出願当

時の周知技術であったものと認められる（原告も，これらの点を争うものではな

い。）ところ，これらの周知技術が，薬剤の外形のカラー写真に係るデータを記憶

装置に記憶させることを前提とするものであることは明らかである。

(2) 周知技術の引用発明への適用

引用例の段落【００３３】及び【００３５】には，被印刷体に表示する投薬情報

として，薬剤のイメージ画像を含ませることが可能である旨の，段落【００３６】

には，薬データを被印刷体に印刷する前に表示手段においてその内容を確認する旨

の，段落【００３８】には，カラーイメージ画像を印刷するのも好ましいとの各開

示があるところ，これらの開示内容は，引用発明の記憶装置（薬データ記憶部）に

薬剤のカラーイメージ画像に係るデータを記憶させ，同発明のモニタ（表示手段）

に薬剤のカラーイメージ画像を表示させることを示唆するものといえるから，引用

例には，上記(1)の周知技術を引用発明に適用することの十分な動機付けが示され

ているということができる。

原告は，引用発明に上記(1)の周知技術を適用することが無意味であると主張す

るが，引用例の上記開示・示唆の内容に照らせば，原告の主張を採用することはで

きない。

(3) 容易想到性

そうすると，相違点１に係る本願発明の構成は，引用発明に上記(1)の周知技術

を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものと認めるのが相当である。

原告は，同構成が極めて重要な技術的困難性を有するものであり，上記(1)の周

知技術が存在することから直ちに，当業者が同構成に容易に想到し得たとはいえな

い旨の主張をするが，上記(2)において説示したところに照らせば，そのようにい

うことができないことは明らかであるから，原告の主張は失当である。
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(4) したがって，相違点１についての本件審決の判断に誤りはないから，取消

事由３は理由がない。

５ 取消事由４（相違点２についての判断の誤り）について

次に，取消事由４について検討する。

(1) 引用例の図５には，検索項目のすべてについてではないものの，形状，色

調，薬効大分類，薬効中分類及び薬効小分類の各検索項目につき，いわゆるコンボ

ボックスが示されているものと認められるから，引用例には，「該当する内容を選

択」して入力するユーザー・インターフェイスが開示されているといえる（なお，

原告は，引用例のこの開示に関し，引用発明における入力手段の一実施例について

述べたものにすぎず，入力者が調剤した薬剤を知らなければ選択入力をすることが

できないものであると主張するが，原告の主張は，引用例に上記開示があることを

何ら否定するものではない。）。

(2) そうすると，相違点２に係る本願発明の構成は，引用例自体に開示された

上記技術を引用発明に適用することにより，当業者が容易に想到し得たものと認め

るのが相当である。

(3) 原告は，引用発明において相違点２に係る本願発明の構成を採用する必要

はないと主張するが，引用例自体に上記開示があることに照らすと，これを採用す

ることはできない。

また，原告は，引用発明が調剤した既知の薬剤（商品名）の詳細な情報を得るた

めに薬剤師が使用するものであるのに対し，本願発明は不明の薬剤を特定するため

に患者が使用するものであって，両発明はその目的を大きく異にすると主張するが，

原告の主張は，その内容に照らし，相違点２に係る本願発明の構成についての容易

想到性に係る上記判断を何ら左右するものとはいえない。

(4) したがって，相違点２についての本件審決の判断に誤りはないから，取消

事由４は理由がない。

６ 取消事由５（相違点３についての判断の誤り）について
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次に，取消事由５について検討する。

(1) 周知技術

周知例２によれば，薬剤検索システムに係る技術分野において，絞り込み検索を

行うことは，本件出願当時の周知技術であったものと認められる（原告も，この点

を争うものではない。）。

(2) 周知技術の引用発明への適用

引用例の図５には，商品名欄に「錠」との文字列を，学名欄に「塩酸」との文字

列をそれぞれ入力し，また，製薬会社マーク欄において「ＴＥ」との文字等から成

るマークを選択し，その余の検索項目欄を空欄にして検索実行ボタンをクリックし

た結果，７件の検索結果が得られた様子が示されているところ，これは，空欄とし

たその余の検索項目欄について更に入力又は選択を行い，再度検索を実行してより

少ない件数の検索結果を得ること及びそのような再検索を繰り返し実行すること，

すなわち，絞り込み検索を行うことを示唆するものといえるから，引用例には，上

記(1)の周知技術を引用発明に適用することの十分な動機付けが示されているとい

うことができる。

原告は，引用例に絞り込み検索を行うとの技術的思想は一切開示されていないと

主張するが，引用例の上記図示・示唆の内容に照らせば，そのようにいうことはで

きない。

(3) 容易想到性

そうすると，相違点３に係る本願発明の構成は，引用発明に上記(1)の周知技術

を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものと認めるのが相当である。

原告は，引用発明につき，既知の商品名に基づいて検索を行うものであって，絞

り込み検索を採用する必要がないなどと主張するが，検索キーワード等を「錠」，

「塩酸」及び製薬会社のマークとして検索を実行するとの引用例の上記図示によれ

ば，引用発明が必ずしも既知の商品名を検索キーワードとして検索を実行するもの

であるということはできないから，原告の主張は，その前提を欠くものとして失当
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である。

また，原告は，本願発明と引用発明とがその目的を大きく異にすると主張するが，

この主張が相違点３に係る本願発明の構成についての容易想到性に係る上記判断を

何ら左右するものでないことは，前記５(3)と同様である。

(4) したがって，相違点３についての本件審決の判断に誤りはないから，取消

事由５は理由がない。

７ 結論

以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告の請求

は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第４部



- 40 -

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 本 多 知 成

裁判官 浅 井 憲


